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第１号議案

令和８年度大田区一般会計予算

上記の議案を提出する。

令和８年２月 日

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅

令和８年度大田区一般会計予算

令和８年度大田区の一般会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第 条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」によ

る。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、各項に計上した給料、職員手当等及び共済

費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各

項の間とする。
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 第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算

  １　歳　入 （単位：千円）

 1  特別区税

 2  地方譲与税

 3  利子割交付金

 4  配当割交付金

 5  株式等譲渡所得割交付金

 6  地方消費税交付金

 7  自動車取得税交付金

 8  環境性能割交付金

 9  地方特例交付金

10  特別区交付金

11  交通安全対策特別交付金

12  分担金及び負担金

                                               ─6─                                       

 2  軽自動車税

款 項 金　　　　額

 1  特別区民税

 1  配当割交付金

 3  特別区たばこ税

 5  入 湯 税

 1  自動車重量譲与税

 2  地方道路譲与税

 3  航空機燃料譲与税

 5  地方揮発油譲与税

 6  森林環境譲与税

 1  利子割交付金

 1  特別区財政調整交付金

 1  株式等譲渡所得割交付金

 1  地方消費税交付金

 1  自動車取得税交付金

 1  環境性能割交付金

 1  地方特例交付金

 1  交通安全対策特別交付金

 1  負 担 金
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（単位：千円）

13  使用料及び手数料

14  国庫支出金

15  都支出金

16  財産収入

17  寄 附 金

18  繰 入 金

19  繰 越 金

20  諸 収 入

21  特別区債

                                               ─7─                                       

款 項

 3  都委託金

金　　　　額

 1  使 用 料

 2  手 数 料

 1  国庫負担金

 2  国庫補助金

 3  国庫委託金

 1  都負担金

 2  都補助金

 1  延滞金、加算金及び過料

 1  財産運用収入

 2  財産売払収入

 1  寄 附 金

 1  基金繰入金

 2  特別会計繰入金

 1  繰 越 金

 1  特別区債

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

 2  特別区預金利子

 3  貸付金元利収入

 4  受託事業収入

 5  収益事業収入

 6  事務処理特例交付金

 7  雑    入
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  ２　歳　出

 1  議 会 費

 2  総 務 費

 3  福 祉 費

 4  衛 生 費

 5  産業経済費

 6  土 木 費

 7  都市整備費

 8  環境清掃費

                                               ─8─                                       

 4  区 民 費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 1  議 会 費

 1  総務管理費

 2  地域振興費

 3  スポーツ文化芸術費

 5  徴 税 費

 6  選 挙 費

 7  監査委員費

 1  社会福祉費

 2  障害福祉費

 3  高齢福祉費

 4  児童福祉費

 5  生活保護費

 1  保健衛生費

 2  清掃管理費

 1  産業経済費

 1  土木管理費

 2  道路橋梁費

 3  河 川 費

 4  公 園 費

 1  都市整備費

 2  建 築 費

 1  環境保全費
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 9  教 育 費

10  公 債 費

11  諸支出金

12  予 備 費

                                               ─9─                                       

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3  廃棄物対策費

 1  教育総務費

 2  小学校費

 3  中学校費

 4  校外施設費

 1  公 債 費

 1  財政積立金

 2  小切手支払未済償還金

 1  予 備 費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計
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第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ８ 年度

～

令和 18 年度

令和 ８ 年度

～

令和 18 年度

令和 ９ 年度

～

令和 16 年度

令和 ９ 年度

～

令和 18 年度

令和 ９ 年度

～

令和 16 年度

令和 ９ 年度

～

令和 16 年度

令和 ９ 年度

～

令和 16 年度

大田区土地開発公社に対する債務保証
大田区土地開発公社が金融機関
から借入れる事業資金50億円及
び利子相当額

大田区が大田区土地開発公社か
ら取得する用地費

大田区土地開発公社からの用地取得費

大田区中小企業融資（一般運転
資金）借受者に対する利子額の
一部（事業経営 年1.2%、小口
年1.4%相当額）

大田区中小企業融資（一般運転資金）借受
者に対する利子補給

大田区中小企業融資（一般設備
資金）借受者に対する利子額の
一部（事業経営 年1.2%、小口
年1.4%相当額）

大田区中小企業融資（一般設備資金）借受
者に対する利子補給

大田区中小企業融資（開業資
金）借受者に対する利子額の一
部（事業経営 年1.4%、小口 年
1.4%相当額）

大田区中小企業融資（開業資金）借受者に
対する利子補給

大田区中小企業融資（開業資金
のうち商店街空き店舗活用創
業・ものづくり事業創業）借受
者に対する利子額の全部

大田区中小企業融資（開業資金のうち商店
街空き店舗活用創業・ものづくり事業創
業）借受者に対する利子補給

大田区中小企業融資（経営強化
資金）借受者に対する利子額の
一部（事業経営 年1.3%、小口
年1.5%相当額）

大田区中小企業融資（経営強化資金）借受
者に対する利子補給
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事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

令和 14 年度

令和 ９ 年度

令和 14 年度

令和 ９ 年度

～

令和 14 年度

令和 ９ 年度

～

令和 16 年度

令和 ９ 年度

～

令和 14 年度

令和 ９ 年度

～

令和 11 年度

令和 ９ 年度

令和 19 年度

～

大田区中小企業融資（環境対策
資金）借受者に対する利子額の
一部又は全部（公害防止 年
1.3%相当額、アスベスト対策及
び耐震対策　利子額の全部）

大田区中小企業融資（環境対策資金）借受
者に対する利子補給

～

大田区中小企業融資（ＳＤＧ
ｓ・脱炭素推進企業支援資金、
次世代育成サポート推進企業支
援資金）借受者に対する利子額
の一部（事業経営 年1.7%、小
口 年1.8%相当額）

大田区中小企業融資（ＳＤＧｓ・脱炭素推
進企業支援資金、次世代育成サポート推進
企業支援資金）借受者に対する利子補給

大田区中小企業融資（ＳＤＧ
ｓ・脱炭素推進企業支援資金
（区認定拡充枠））借受者に対
する利子額の一部（事業経営
年1.7%、小口 年1.8%相当額）

大田区中小企業融資（ＳＤＧｓ・脱炭素推
進企業支援資金（区認定拡充枠））借受者
に対する利子補給

大田区中小企業融資（経営改善
一本化資金）借受者に対する利
子額の一部（事業経営 年1.2%､
小口 年1.4%相当額）

大田区中小企業融資（経営改善一本化資
金）借受者に対する利子補給

大田区中小企業融資（小規模企
業特別事業資金[協会保証付]）
借受者に対する利子額の一部
（事業経営 年1.3%、小口 年
1.5%相当額）

大田区中小企業融資（小規模企業特別事業
資金[協会保証付]）借受者に対する利子補
給

大田区中小企業融資（団体事業資金[運
転]）借受者に対する利子補給

大田区中小企業融資（団体事業
資金[運転]）借受者に対する利
子額の一部（事業経営 年1.3%､
小口 年1.5%相当額）

～

大田区中小企業融資（団体事業
資金[設備]）借受者に対する利
子額の一部（[48か月以内]事業
経営 年1.3%、小口 年1.5%相当
額、[48か月超]事業経営 年
1.2%、小口 年1.4%相当額）

大田区中小企業融資（団体事業資金[設
備]）借受者に対する利子補給
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（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

～

令和 18 年度

令和 ９ 年度

令和 12 年度

令和 ９ 年度

令和 12 年度

令和 ９ 年度

～

令和 19 年度

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

大田区中小企業融資（団体事業資金[転
貸]）借受者に対する利子補給

大田区中小企業融資（団体事業
資金[転貸]）借受者に対する利
子額の一部（事業経営 年1.3%､
小口 年1.5%相当額）

大田区中小企業融資（チャレン
ジ企業応援資金）借受者に対す
る利子額の全部

大田区中小企業融資（チャレンジ企業応援
資金）借受者に対する利子補給

小規模事業者経営改善資金借受
者に対する利子額の40%に相当
する額

～

小規模事業者経営改善資金借受者に対する
利子補給

事業承継融資借受者に対する利
子額の50%に相当する額

～事業承継融資借受者に対する利子補給

大田区都市計画道路事業の施行に伴う移転
資金等融資借受者に対する利子補給

大田区都市計画道路事業の施行
に伴う移転資金等融資借受者に
対する利子額の一部（年2.5%に
相当する額）

本庁舎照明設備改修工事

本庁舎各種改修工事
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（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

～

令和 11 年度
　

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

ふれあいはすぬま取壊し工事

本庁舎中央エレベーター改修工事

矢口西小学校取壊し工事（第２期）

旧大田区教職員仲池上住宅取壊し工事

池上会館受変電設備改修工事

大森西二丁目複合施設建設工事（第２期）

（仮称）上池台二丁目複合施設建設工事
（実施設計委託）



－ 14 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

特別出張所等用地（西蒲田七丁目）の借上
げ

3,267,000千円に物価変動等に
伴う増減額を加算した額～

萩中公園水泳場大規模改修工事

龍子記念館キュービクル改修工事

馬込第三小学校及び（仮称）室生犀星資料
館改築その他工事

大田区社会福祉センター大規模改修工事
（実施設計委託）

区長選挙・区議会議員選挙の執行

南六郷くすのき園大規模改修工事

令和 ９ 年度

令和 年度

－ 15 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

～

令和 11 年度

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

東糀谷六丁目団地改築（工事負担金）

特別養護老人ホーム蒲田及び併設施設大規
模改修その他工事

（仮称）特別養護老人ホーム大森東への施
設整備費補助

東京都との協定で定める負担額ベビーシッター利用支援事業 令和 ９ 年度

西糀谷しろはと保育園受変電設備改修工事

東蒲田保育園受変電設備改修工事

糀谷保育園受変電設備改修工事



－ 16 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

母子生活支援施設エレベーター改修工事

がん検診等の案内帳票類の印刷、封入及び
発送業務委託

（仮称）上池台二丁目複合施設建設工事
（児童館プレハブリース）

大田区道主要第23号線無電柱化事業

特定健診等帳票類の印刷、封入及び発送業
務委託

令和 ９ 年度

大田第９号蒲田駅東口地下自転車駐車場整
備工事（修正設計委託及び積算発注補助委
託）

大田第９号蒲田駅東口地下自転車駐車場整
備工事（設計意図伝達・工事監理委託）
（契約変更）

－ 17 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

～

令和 13 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

大田第９号蒲田駅東口地下自転車駐車場整
備工事（契約変更）（その２）

橋梁耐震補強整備（（笹丸橋）工事負担
金）

橋梁耐震補強整備（（美富士橋ほか１橋）
工事負担金）（その２）

跨線橋定期点検（二本木橋ほか22橋）

橋梁架替整備（（平和島陸橋（北側・南
側））発注者支援業務委託）

糀谷エコステーション改築工事（第１期）

跨線橋定期点検（二本木橋ほか13橋）



－ 18 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

～

令和 12 年度

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

小学校移動教室業務委託等

東調布第三小学校舎改築工事に伴う給食室
備品整備

北糀谷小学校高圧受電設備改修工事

馬込第三小学校改築工事（プレハブリー
ス）（契約変更）

赤松小学校改築工事（東側校舎解体及び外
構校庭整備工事等）

入新井第二小学校改築工事（第２期）

雪谷小学校改築工事（実施設計委託）

－ 19 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

令和 ９ 年度

貝塚中学校高圧受電設備改修工事

池雪小学校改築工事(基本構想・基本計画作
成等支援業務委託）

雪谷中学校高圧受電設備改修工事

東調布中学校改築工事（第１期）

出雲中学校高圧受電設備改修工事

糀谷中学校改築工事（基本設計委託）

安方中学校改築工事（第２期）



－ 20 －

（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

～

令和 10 年度

石川台中学校改築工事（第１期）

－ 21 －

（単位：千円）

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法

特別出張所等施設建設事業 　証券発行又は、普 4%以内 　起債のときから据

　通貸借の方法によ 　ただし、利率 　置期間を含め、30

区 民 施 設 建 設 事 業 　り政府その他より 　見直し方式で 　年以内に元金均等

　起債する。 　借り入れる政 　額又は元利均等額

高齢福祉施設建設事業 　ただし、金融の事 　府資金その他 　の方法等、その融

　情その他の都合に 　について、利 　資条件等により償

産 業 施 設 建 設 事 業 　より起債額の全部 　率の見直しを 　還する。        

　又は一部を翌年度 　行った後にお 　ただし、融資条件

道 路 整 備 事 業 　に繰延起債するこ 　いては、当該 　等又は財政の都合

　ともある。 　見直し後の利 　により償還年限を

小 学 校 施 設 建 設 事 業 　率 　短縮し、繰上償還

　することもある。

中 学 校 施 設 建 設 事 業

合    計

 第 ３ 表　　地  方  債



－ 23 －

- 23 - 

第２号議案

令和８年度大田区国民健康保険事業特別会計予算

上記の議案を提出する。

令和８年２月 日

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅

令和８年度大田区国民健康保険事業特別会計予算

令和８年度大田区の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法第 条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項、期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（一時借入金）

第３条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、 千円と定める。

（歳出予算の流用）

第４条 地方自治法第 条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の

金額を流用することができる場合は、保険給付費の各項に計上した予算額に過不

足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間とする。



－ 24 －

 第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算

  １　歳　入 （単位：千円）

 1  国民健康保険料

 2  一部負担金

 3  使用料及び手数料

 4  国庫支出金

 6  都支出金

 7  財産収入

 8  繰 入 金

 9  繰 越 金

10  諸 収 入

                                              ─24─                                       

款 項 金　　　　額

 1  国民健康保険料

 1  一部負担金

 1  手 数 料

 1  国庫補助金

 1  都負担金

 1  財産売払収入

 1  繰 入 金

 1  繰 越 金

 1  延滞金、加算金及び過料

 2  預金利子

 3  雑    入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

－ 25 －

  ２　歳　出

 1  総 務 費

 2  保険給付費

 3  国民健康保険事業費納付金

 4  保健事業費

 5  諸支出金

 6  予 備 費

                                              ─25─                                       

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3  介護納付金分

 1  総務管理費

 1  療養諸費

 2  高額療養費

 3  移 送 費

 4  出産育児諸費

 5  葬 祭 費

 6  結核・精神医療給付金

 1  医療給付費分

 2  後期高齢者支援金等分

 4  子ども・子育て支援納付金分

 1  特定健康診査等事業費

 2  保健事業費

 1  償還金及び還付金

 2  延 滞 金

 3  公 債 費

 1  予 備 費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計



－ 26 －

第 ２ 表　　債 務 負 担 行 為
（単位：千円）

事 項 名 債務負担期間 限 度 額 事　　　　項　　　　説　　　　明

令和 ９ 年度

令和 ９ 年度
特定健診等帳票類の印刷、封入及び発送業
務委託

特定保健指導事業

－ 27 －

- 27 - 

第３号議案

令和８年度大田区後期高齢者医療特別会計予算

上記の議案を提出する。

令和８年２月 日

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅

令和８年度大田区後期高齢者医療特別会計予算

令和８年度大田区の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによ

る｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、 千円と定める。



－ 28 －

 第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算

  １　歳　入 （単位：千円）

 1  後期高齢者医療保険料

 2  使用料及び手数料

 4  繰 入 金

 5  繰 越 金

 6  諸 収 入

                                              ─28─                                       

款 項 金　　　　額

 1  後期高齢者医療保険料

 1  手 数 料

 1  他会計繰入金

 1  繰 越 金

 1  延滞金、加算金及び過料

 2  償還金及び還付加算金

 3  預金利子

 4  受託事業収入

 5  雑    入

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

－ 29 －

  ２　歳　出

 1  総 務 費

 2  広域連合納付金

 3  保険給付費

 4  保健事業費

 5  諸支出金

 6  予 備 費

                                              ─29─                                       

（単位：千円）

款 項 金　　　　額

 3  繰 出 金

 1  総務管理費

 2  徴 収 費

 1  広域連合納付金

 1  葬 祭 費

 1  保健事業費

 1  償還金及び還付加算金

 2  公 債 費

 1  予 備 費

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計



－ 31 －

- 31 - 

第４号議案

令和８年度大田区介護保険特別会計予算

上記の議案を提出する。

令和８年２月 日

提出者 大田区長 鈴 木 晶 雅

令和８年度大田区介護保険特別会計予算

令和８年度大田区の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ 千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 歳入歳出予

算」による。

（一時借入金）

第２条 地方自治法第 条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額

は、 千円と定める。



－ 32 －

 第　１　表　　歳 入 歳 出 予 算

  １　歳　入 （単位：千円）

 1  介護保険料

 2  使用料及び手数料

 3  国庫支出金

 4  支払基金交付金

 5  都支出金

 6  財産収入

 7  寄 附 金

 8  繰 入 金

 9  繰 越 金

10  諸 収 入

                                              ─32─                                       

 1  支払基金交付金

款 項 金　　　　額

 1  保 険 料

 1  手 数 料

 1  国庫負担金

 2  国庫補助金

 1  都負担金

 2  財政安定化基金支出金

 3  都補助金

 1  財産運用収入

 1  寄 附 金

 1  一般会計繰入金

 2  基金繰入金

歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計

 1  繰 越 金

 1  延滞金、加算金及び過料

 2  預金利子

 3  雑    入

－ 33 －

  ２　歳　出

 1  総 務 費

 2  保険給付費

 3  地域支援事業費

 5  財政安定化基金拠出金

 6  基金積立金

 7  諸支出金

 8  予 備 費

                                              ─33─                                       

歳　　　　　出　　　　　合　　　　　計

 2  償還金及び還付金

 3  繰 出 金

 1  予 備 費

 1  財政安定化基金拠出金

 1  基金積立金

 1  公 債 費

 1  総務管理費

 2  介護認定審査会費

 1  保険給付費

 1  地域支援事業費

（単位：千円）

款 項 金　　　　額



 


